
 

 

        
 

 
 

 

 

 

 

 

               集団扱保険制度のご案内 
 

   

  拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 

   

 

  

   

集団扱保険制度とは、一般で加入するより割安な保険料で、契約時にキャッシュレスで各種損

害保険を利用できるお得で便利な制度です。 

  今般会員の皆様へ、会員企業の従業員の皆様が安心して働ける職場づくりにお役に立ち、ま

た、政府労災認定の多様化（ケガに加え、精神障害や脳・心疾患など）にも対応し、会員企業の

企業防衛も兼ねました『みんなの労災ガード（業務災害補償総合保険）』と、必要な補償だけを選

んで組立てできる『みんなの健保 ２ （医療総合保険）』を中心に各種損害保険をご案内させてい

ただきます。 

制度推進保険会社は富士火災海上保険株式会社です。 

  つきましては、制度推進保険会社である富士火災海上保険株式会社より商品のご説明とお勧

めにお伺いいたしますので、その節は何卒宜しく、ご引見の上、ご高配いただきますようお願い

申し上げます。 

  末筆ながら貴社の今後益々のご発展を祈念致します。 

敬  具 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

平素は、当組合の運営に関し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

  さて、当組合では、会員の皆様への福利厚生の一環として会員事業所と従業員の皆様向け

に富士火災の損害保険集団扱制度を導入いたしました。 

平素は当所の運営につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当所では会員事業所向け福利厚生サービスの一つとして保険制度を実施してお

りますが、この度、新たにグループ傷害保険制度を導入することになりました。 

埼玉県生活環境保全協同組合集団扱保険制度 

集団扱保険制度とは、各種損害保険の保険料が 

一般で加入するよりも割安になる 

お得な保険制度です。 

会員事業所と従業員の皆様へ 
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業務災害補償総合保険 

■商品の特長 

役員・従業員等の皆様の就業中の事故に加え、労災認定された脳・心疾患、精神障害

等を幅広く補償するプランです。 

① 保険金は政府労災の認定を待たずにお支払いします。 
※一部の特約において、政府労災の認定が必要となります。 

② 従業員の入れ替わりや増員があっても自動的に補償されます。 

③ 労災認定された脳・心疾患、精神障害も補償します。 

④ 保険金は会社受け取りになります。 

⑤ 高額な賠償金や弁護士費用などの訴訟費用も補償します。 

⑥ 建設業・運送業の下請負人のほか、製造業の構内下請作業員や派遣社員の方々も 
補償します。 

⑦ （建設業の場合）一定の要件を満たした場合、「経営事項審査」の加点対象※1となり 
ます｡ 

さらに企業の皆様のニーズに応じて 
 

自動車保険 火災保険 事業総合保険 

〈東京本社〉 

〒105-8622  

東京都港区虎ノ門 4-3-20神谷町 MT ﾋﾞﾙ 

℡.03-5400-6000（大代表） 

 

お問い合わせは…  
・富士火災海上保険株式会社 川越支店 

TEL ０４９－２４４－６１００ 

・埼玉県生活環境保全協同組合 事務局 

 TEL  ０４８－４７６－５９８２ 

埼玉県生活環境保全協同組合 集団扱保険制度商品のご案内 

企業向け 

このチラシは｢業務災害補償総合保険｣｢医療総合保険｣の概要を説明したものです。詳しくは、「業務災害補償総合保険（みんなの労災ガード）」パンフレット、 
「医療総合保険（みんなの健保２）｣パンフレットをご覧ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店・営業社員までお問合せください。 

 

下記の商品もご利用いただけます。 
 

       

 

 

 

 

 

 

                    

個人向け  

富士火災海上保険株式会社 

※2 

※1 加点のための要件など、詳しくは取扱代理店・営業社員にご確認下さい。 

※2 払込方法により、割引率は異なります。 

 

 

必要な補償を必要な分だけ選べる。無駄をなくした「生きるための医療保険」 

①入院中に自己負担された治療費用をしっかり補償します。 

【入院治療費用特約をセットされた場合】 
 
②全額自己負担となる個室使用料などの差額ベッド代を１日につき３万円まで実費で補償します。 

【入院諸費用特約をセットされ、差額ベッド代の１日支払限度額３万円を選択された場合】 
 
③入院すると発生する思いがけない諸費用（ホームヘルパー雇入費用等）を補償します。 

【入院諸費用特約をセットされた場合】 
 
④高額なうえに全額自己負担となる先進医療費用を通算１,０００万円まで補償します。 

【先進医療費用特約をセットされた場合】 
 

⑤保険金ご請求時に必要な診断書代を１万円＋消費税相当額を限度に実費で補償します。 

⑥セカンドオピニオンや優秀専門医の紹介などのサービスを提供します。 

医療総合保険 

 

■商品の特長 

 

〈大阪本社〉 

〒542-8567                     

大阪市中央区南船場 1-18-11 

℡.06-6271-2741（大代表） 


